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令和６年度の国保保険税率について 

 

１  小牧市国民健康保険税率等の見直しについて  

【これまでの経緯】 

平成 30 年度国民健康保険制度改正に伴い、決算補填繰入金の削減・解消

を目指し、税率改正を行うこととなったが、国が求める保険税水準に一度に

引き上げることは被保険者に急激な負担増となるため、本市においては激変

緩和策として「決算補填繰入金は令和 9 年度まで、10 年間で削減・解消する」

こととし、平成 29 年 12 月 20 日に「平成 30 年度国民健康保険制度改革に伴

う小牧市国民健康保険税率等見直しに関する方針」（以下「方針」という。）

を定めた。 

平成 30 年度から令和２年度までの国民健康保険税率については、当初決

定した「方針」中にあらかじめ定め、税率等を改正してきた。 

令和３年度保険税率については新型コロナウイルス感染症の感染拡大が

市民生活に及ぼす影響を鑑み、資産割税率を除き令和２年度水準とし、令和

４年度以降の国民健康保険税率等は、各前年度に定めることとした。 

令和４年度は、資産割を廃止し、所得割などは激変緩和を講じつつ、

標準保険料率に近づける税率改正を行った。  

令和５年度も、激変緩和を講じつつ、標準保険料率に近づける税率改

正を行った。  

【方針の変更】 

(1)税率等の算定を前年度の税率等に 1.08 を乗じて得た税率等（標準保

険料率を上限とする。）に変更する。想定目標値の設定についても同

様の算定方法に変更する。  

 (2)決算補填等目的による繰入を解消する年度を令和９年度から令和 11 

年度に延伸する。  

 【変更理由】 

令和４年度以降、県への納付金の一人当たりの額は大幅に増えている

中、今回愛知県から示された納付金の一人当たりの額の伸び率は 5.8％

であった。これまで、一世帯当たりの保険税の最大上昇率を 8％とする

激変緩和措置を維持しつつ「方針」による算定を行ってきた。今回、この

算定方法で試算すると、保険税の平均伸び率は 5.2％となり、納付金の

伸び率を下回った。このままでは、赤字額が膨らみ、決算補填等目的に

よる繰入の解消の目途が立たないため、決算補填等目的による繰入を解

消する年度及び税率等の算定方法を見直す。  

２  令和６年度の税率案の考え方について  

これまで、激変緩和策として、１世帯当たりの最大上昇率を８％とし

てきたことから、今回の改正においてもこの範囲内で保険税率を見直す。  

諮 問 資 料 
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３  令和６年度の税率案について  

税率等設定対象年度の前年度の税率等に 1.08 を乗じて得た税率等を

基本とする。ただし、税率等設定対象年度の前年度の国保事業納付金仮

算定時に示される標準保険料率を上限とし、既に超えている税率等につ

いては、税率等設定対象年度の前年度の税率等とする。  
    

 所 得 割 税 率  
被 保 険 者  

均 等 割 額  

世 帯 別  

平 等 割 額  

R5 

基 礎 課 税 分  4.99% 25,000 円  20,400 円  

後 期 高 齢 者  

支 援 金 等 分  
1.99% 9,200 円  6,800 円  

介 護 納 付 金 分  1.67% 9,200 円  5,800 円  

 
  

 
 

R6 

(案 )  

基 礎 課 税 分  5.39％  27,000 円  20,400 円  

後 期 高 齢 者  

支 援 金 等 分  
2.15％  10,000 円  7 ,400 円  

介 護 納 付 金 分  1.80％  10,000 円  6 ,200 円  

 
  R5 から R6 への一世帯あたり  

平均上昇 10,060 円、6 .7％  

             
最大上昇率の世帯は 1 世帯、 8.0％  

最大上昇額の世帯は 1 世帯、 68,800 円  

 
モデル世帯の税額の比較  
 （ A）介護あり世代（ 40～ 64 歳）の両親と子ども（小学校入学後） 2 人  
   ※収入があるのは世帯主のみ、配偶者と子らは収入なし  

所得  50 万円  172 万円（平均） 300 万円 

R5 99,900 円 (5 割軽減 ) 262,000 円(2 割軽減) 410,400 円  

R6 107,400 円(5 割軽減 )  281,900 円(2 割軽減) 441,900 円 

R5→R6 7,500 円、7.5% 19,900 円、7.6% 31,500 円、7.7% 

 
（ B） 70 歳（年金収入のみ）の夫婦    

所得  
50 万円  

（世帯主 50 万円、 

配偶者 0 円） 

172 万円（平均） 
（世帯主 86 万円、 

配偶者 86 万円） 

300 万円 
（世帯主 150 万円、 

配偶者 150 万円） 

R5 33,500 円(7 割軽減) 136,400 円(2 割軽減) 244,800 円  

R6 35,700 円(7 割軽減) 146,200 円(2 割軽減) 263,100 円 

R5→R6 2,200 円、6.6% 9,800 円、7.2% 18,300 円、7.5% 

 
（ C） 40 歳（給与収入のみ）の単身世帯    

所得  50 万円  172 万円（平均） 300 万円 

R5 44,000 円(5 割軽減) 187,800 円 298,600 円  

R6 46,900 円(5 割軽減) 201,400 円 320,900 円 

R5→R6 2,900 円、6.6% 13,600 円、7.2% 22,300 円、7.5% 

 



令和4年度決算状況より

田原市 246,534 1 高浜市 130,586 1 一宮市 476,114,797 10,618 11 6,977 11
南知多町 230,705 2 田原市 125,455 2 春日井市 456,511,196 12,995 8 8,730 8
高浜市 189,501 3 南知多町 122,680 3 小牧市 319,838,670 18,801 4 12,392 4
西尾市 188,534 4 長久手市 118,757 4 豊橋市 191,378,901 4,325 21 2,807 21
豊山町 184,583 5 東海市 117,706 5 北名古屋市 186,313,587 19,396 3 12,752 3
長久手市 182,727 6 大府市 117,276 6 碧南市 172,515,000 21,752 2 13,532 2
東海市 179,179 7 蟹江町 116,474 7 知多市 150,981,971 15,221 6 10,018 6
大府市 178,272 8 豊山町 115,776 8 みよし市 146,686,420 27,614 1 17,724 1
蟹江町 175,334 9 西尾市 114,689 9 清須市 146,449,219 17,840 5 11,666 5
みよし市 175,222 10 みよし市 113,867 10 江南市 140,000,000 12,223 10 8,090 9
弥富市 175,096 11 武豊町 112,408 11 豊明市 102,917,462 13,533 7 9,103 7
阿久比町 174,599 12 阿久比町 111,627 12 刈谷市 100,000,000 6,701 18 4,401 17
武豊町 172,470 13 弥富市 111,124 13 あま市 84,342,957 8,209 15 5,355 15
大治町 172,180 14 岡崎市 110,825 14 田原市 74,531,465 7,949 16 4,096 18
碧南市 171,692 15 大口町 109,569 15 東郷町 54,388,194 12,395 9 7,898 10
東郷町 171,319 16 東郷町 108,842 16 東浦町 47,325,520 8,569 14 5,493 13
大口町 170,557 17 日進市 108,196 17 大府市 43,583,645 4,927 20 3,222 19
岡崎市 170,236 18 清須市 107,273 18 扶桑町 35,000,000 9,610 13 6,394 12
安城市 167,293 19 東浦町 106,321 19 南知多町 30,000,000 10,183 12 5,479 14
東浦町 166,707 20 碧南市 106,273 20 大治町 28,213,385 7,227 17 4,577 16
幸田町 165,007 21 豊田市 106,160 21 阿久比町 15,000,000 4,947 19 3,193 20
豊田市 164,180 22 尾張旭市 105,455 22 瀬戸市 10,000,000 678 24 467 24
日進市 164,012 23 安城市 105,355 23 豊山町 7,518,917 4,159 22 2,628 22
蒲郡市 162,692 24 北名古屋 105,205 24 豊川市 6,599,000 313 25 205 25
清須市 162,671 25 稲沢市 104,646 25 大口町 4,852,100 2,076 23 1,341 23
稲沢市 162,632 26 名古屋市 104,551 26 名古屋市 0 0 0
飛島村 162,029 27 春日井市 103,675 27 岡崎市 0 0 0
美浜町 161,936 28 刈谷市 103,641 28 半田市 0 0 0
北名古屋 161,877 29 あま市 103,512 29 津島市 0 0 0
あま市 161,242 30 蒲郡市 103,125 30 豊田市 0 0 0
尾張旭市 160,368 31 津島市 102,973 31 安城市 0 0 0
刈谷市 158,751 32 幸田町 102,908 32 西尾市 0 0 0
津島市 158,718 33 半田市 102,506 33 蒲郡市 0 0 0
豊橋市 158,405 34 一宮市 102,311 34 犬山市 0 0 0
愛西市 157,753 35 知立市 101,924 35 常滑市 0 0 0
半田市 157,643 36 豊橋市 101,835 36 稲沢市 0 0 0
常滑市 157,053 37 扶桑町 101,523 37 新城市 0 0 0
一宮市 156,735 38 美浜町 101,304 38 東海市 0 0 0
豊川市 156,251 39 豊川市 101,231 39 知立市 0 0 0
春日井市 154,795 40 常滑市 100,954 40 尾張旭市 0 0 0
扶桑町 154,315 41 豊明市 100,890 41 高浜市 0 0 0
知多市 153,977 42 知多市 100,432 42 岩倉市 0 0 0
知立市 152,117 43 江南市 99,127 43 愛西市 0 0 0
江南市 151,875 44 瀬戸市 98,756 44 日進市 0 0 0
豊明市 151,726 45 岩倉市 98,655 45 弥富市 0 0 0
名古屋市 149,344 46 犬山市 97,302 46 長久手市 0 0 0
新城市 146,669 47 愛西市 97,272 47 蟹江町 0 0 0

小牧市 146,394 48 小牧市 95,709 48 飛島村 0 0 0
岩倉市 145,411 49 新城市 95,398 49 美浜町 0 0 0
犬山市 144,875 50 飛島村 92,192 50 武豊町 0 0 0
瀬戸市 144,726 51 東栄町 89,757 51 幸田町 0 0 0
東栄町 136,018 52 設楽町 87,504 52 設楽町 0 0 0
設楽町 130,890 53 大治町 76,630 53 東栄町 0 0 0
豊根村 94,199 54 豊根村 66,532 54 豊根村 0 0 0
平均 163,889 平均 104,568

1人当たり

決算補填繰入金あり＝54市町村中、25市町村
小牧の決算補填繰入金は、繰入総額は3番目、1世帯当たり・1
人当たり繰入額は4番目に多い。

国保税　1世帯当たり 国保税　1人当たり

小牧のR4保険税額は、県内54市町村中、1世帯当たり
は高い方から48番目（安い方から7番目）、1人当たり
は高い方から48番目（安い方から7番目）。
平均額との差は、1世帯当たりで17,495円、1人当たり
で8,859円。

決算補填繰入金 1世帯当たり

 3


